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労
働
保
険
事
務
組
合
よ
り

労
働
保
険
３
期
分
の
納
入
・
口
座
振
替
日
は
左
記
の
と
お
り

で
す
。



現
金
納
入
は
１
月
２
９
日
ま
で



口
座
振
替
は
２
月

１
日

豪
雪
・
突
風
被
害
の
見
舞
金
に
つ
い
て

新
商
連
よ
り
豪
雪
・
突
風
で
実
質
被
害
が
あ
っ
た
会
員
さ
ん

に
５
，
０
０
０
円
の
お
見
舞
金
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

実
質
被
害
が
あ
っ
た
会
員
さ
ん
は
民
商
役
員
・
事
務
局
に
連

絡
を
く
だ
さ
い
。
（
被
災
会
員
名
・
被
災
住
所
・
具
体
的
な
被

災
状
況
が
必
要
で
す
）

民
商
婦
人
部
が
衆
議
院
議
員
に
緊
急
要
望

黒
岩
（
立
民
）
、
斉
藤
（
自
民
）
両
氏
に

阿
賀
野
民
商
と
新
発
田
民
商
の
婦
人
部
は
中
小
業
者
へ
の

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
強
化
を
求
め
る
緊
急
要
望
を
地
元
の
衆
議

院
議
員
に
対
し
て
提
出
、
地
元
事
務
所
の
秘
書
ら
と
懇
談
し
ま

し
た
。

こ
れ
に
は
阿
賀
野
民
商
の

松
崎
美
苗
婦
人
部
長
、
金
沢
ち

ゑ
さ
ん
（
県
婦
協
幹
事
）
、
新

発
田
民
商
の
中
村
恵
美
子
婦

人
部
長
が
参
加
。
１
８
日
に
新

発
田
市
の
斎
藤
洋
明
事
務
所

を
訪
問
、
１
９
日
に
は
黒
岩
宇

洋
事
務
所
の
佐
藤
陽
志
秘
書

が
阿
賀
野
民
商
会
館
を
訪
れ

て
懇
談
し
ま
し
た
。

こ
の
中
で
松
崎
さ
ん
ら
は

「
コ
ロ
ナ
禍
の
収
束
が
見
え

な
い
中
で
中
小
業
者
は
売
上

減
や
仕
事
の
キ
ャ
ン
セ
ル
で

苦
し
ん
で
い
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
多
く
の
中
小
業
者
が
つ
ぶ
れ
て
雇
用
が
失

わ
れ
、
地
域
経
済
も
廃
れ
て
し
ま
う
」
な
ど
と
述
べ
、
持
続
化

給
付
金
、
家
賃
支
援
給
付
金
の
第
２
弾
の
実
施
、
低
所
得
者
や

中
小
業
者
に
負
担
の
重
い
消
費
税
引
下
げ
な
ど
の
、
要
望
実
現

に
尽
力
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
両
事
務
所
で
は
、
「
要
望
を
受
け
止
め
て
し

っ
か
り
対
応
し
て
い
く
」
（
斉
藤
事
務
所
）
、
「
貴
重
な
ご
意

見
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
野
党
で
力
を
合
わ
せ
て
政
策
転

換
を
実
現
し
て
い
き
た
い
」
（
黒
岩
議
員
秘
書
佐
藤
氏
）
な
ど

と
応
じ
ま
し
た
。

（
記
事
・
写
真

松
崎
会
長
よ
り
）

消
費
税
引
下
げ
に
つ
い
て
斉
藤
事
務
所
の
若
狭
健
太
秘
書

黒岩議員の佐藤秘書と懇談する左から中村、金沢、松崎さん

民
商
婦
人
部
が
提
出
し
た
要
望
書
（
抜
粋
）

①
コ
ロ
ナ
禍
を
生
き
抜
く
た
め
に
中
小
業
者
へ
の
直

接
支
援
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
こ
と

②
事
業
者
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
誰
ひ
と
り
取
り
残
さ

な
い
よ
う
、
万
全
の
対
策
を
直
ち
に
講
じ
る
こ
と
。

③
中
小
業
者
の
資
金
繰
り
を
徹
底
し
て
支
援
す
る
こ

と
。

④
雇
用
維
持
へ
の
支
援
を
継
続
・
強
化
す
る
こ
と
。

⑤
税
金
、
国
保
税
、
社
会
保
険
料
な
ど
の
納
付
を
猶

予
す
る
特
例
を
継
続
し
、
執
行
停
止
の
措
置
を
積
極

的
に
活
用
す
る
こ
と
。

⑥
中
小
業
者
支
援
策
を
実
施
す
る
自
治
体
へ
の
交
付

金
を
増
額
す
る
こ
と
。

⑦
税
金
の
集
め
方
と
使
い
み
ち
を
新
型
コ
ロ
ナ
危
機

打
開
優
先
へ
と
転
換
す
る
こ
と

持
続
化
給
付
金
で
追
加
対
応
メ
ー
ル

正
月
明
け
早
々
に
持
続
化
給
付
金
を
申
請
し
た
会
員
さ
ん

に
持
続
化
給
付
金
事
務
局
か
ら
「
追
加
対
応
」
メ
ー
ル
が
届
き

ま
し
た
。
（
２
０
２
０
年
９
月
か
ら
不
正
受
給
で
審
査
が
厳
し

く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
）

追
加
内
容
は
「
２
０
１
８
年
の
確
定
申
告
書
（
収
受
印
が
あ

る
も
の
）
等
を
添
付
し
て
再
申
請
し
て
く
だ
さ
い
」
と
更
に
前

の
年
度
の
申
告
書
等
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

翌
日
、
２
０
１
８
年
度
（
平
成
３
０
年
）
の
確
定
申
告
書
、

税
務
署
か
ら
納
税
証
明
書
そ
の
２
（
平
成
３
０
年
）
を
添
付
し

て
再
申
請
を
行
い
ま
し
た
。

家
賃
支
援
給
付
金
申
請
で
は
、
確
定
申
告
書
の
住
所
と
免
許

書
の
住
所
が
違
う
こ
と
で
、
「
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
が
違

い
ま
す
」
と
通
知
が
届
き
健
康
保
険
証
で
対
応
し
ま
し
た
。


